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展示設備維持管理業務 

項目 内容 

１ 展示設備維持管理業務

の範囲 

 歴史文化にぎわいプラザの下記諸室内の展示設備を対象

とします。 

(1) 観光案内展示室 

(2) 千利休茶の湯館 

(3) 与謝野晶子記念館 

  

２ 業務の実施  業務の実施にあたり、下記の業務水準を満たしてくださ

い。 

  

３ 業務水準 展示設備を設置時の状態を保つため以下の業務を実施し

てください。 

  

(1) 映像音響装置 ① プロジェクター 

清掃ランプ及びフィルターユニットについて、下記を

目安に、適切な機能を維持してください。 

項目 交換頻度 交換目安 

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰﾗﾝﾌﾟ 1 回/年 寿命約 2000 時間 

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰﾌｨﾙﾀｰ 1 回/5 年 約 10000～12000 時間 

② ディスプレイ 

 堺ポータルビジョンや住吉祭礼図屏風（デジタル）を

はじめとする館内のディスプレイを清掃してくださ

い。 

③ デスクトップ PC、サーバ用 PC 

 Cmos 電池、PS（無停電電源装置）をバッテリー交換

してください。 

 頻度は、1回/3 年とします。 

④ タブレット端末 

 1 回/5 年の頻度で本体を交換、及び交換端末へのデー

タのインストールを実施してください。 

⑤ VR ゴーグル 

 開館中は 12 台以上使用可能となるよう充電を行って

ください。 

  

(2) 電気照明  照明器具について適切な機能を維持してください。 

  

(3) ジオラマ  観光案内展示室に設置する「堺きらめきジオラマ」の簡易

清掃及び音響設備の点検を実施してください。 

夏季期間について、本市学芸員と時期を協議の上、模様

替えを実施してください。 
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項目 内容 

  

(4) 模型 

 

 

(5) 展示ケース 

 与謝野晶子記念館における「駿河屋実物大模型」について、

目視点検を 1回/1年の頻度で実施してください。 

 

 エアタイト性能等に不具合が生じた場合は、必要な修繕を

実施してください。 

 

  

４ 緊急時の連絡  異常がある場合は、直ちに本市に連絡してください。 

  

５ 留意事項  内容については、現状と異なる可能性があります。 

  

 

 


